
様式第2号（第5条関係）

（１）売上減少率（売上減少率が20％以上の場合に支援金の交付対象となります）

A 円 C 円

B 円

D 円

C 円 D 円 E 円

F ％

（2）売上減少算定額（売上減少額の50％以内）

G 円

①又は②で交付を受けた額

H 円

I 円

（3）支援金の額

✓
□
□
□
□

交付申請する支援金額

支援金額計算書

１　事業者名

２　事業開始年月日 　　年　　　　月　　　　日

３　主たる事業（業種）

４　支援金額の計算

平成30年1月から12月までの年間売上高
（A+B)÷2＝C

前年までの平均売上高

※平成31年1月から令和1年12月までに新規開業した者は、開業から令
和1年12月までの平均売上月額に12を乗じて得た額を、前年までの平均
売上高として「C」欄に記載します

平成31年1月から令和1年12月までの年間売上高

令和2年1月から12月までの年間売上高

前年までの平均売上高
-

令和2年1月から12月までの年間売上高
=

売上減少額

E
× 100＝

売上減少率

C

Ⅰの区分 要綱第4条第1項に定める支援金額の区分

E×50％＝G
売上減少額

①和寒町新型コロナウイルス感染症に係る飲食店宿泊施設に対する緊急支
援金の交付を受けた場合は、30万円を売上減少額から差し引きます。差し引く額
②和寒町新型コロナウイルス感染症に係る緒内事業者事業継続支援金の交
付を受けた場合は、20万円を売上減少額から差し引きます。

G-H=I
売上減少算定額

売上減少算定額 要綱第2条第1項（1）（2） 要綱第2条第1項（3）
50万円未満 上限　30万円 上限　20万円
50万円以上100万円未満 　　　　40万円 　　　　30万円
100万円以上150万円未満 　　　　50万円 　　　　40万円
150万円以上 　　　　60万円 　　　　50万円

円



様式第2号（第5条関係）

（１）売上減少率（売上減少率が20％以上の場合に支援金の交付対象となります）

A 円 C 円

B 円

D 円

C 円 D 円 E 円

F ％

（2）売上減少算定額（売上減少額の50％以内）

G 円

①又は②で交付を受けた額

H 円

I 円

（3）支援金の額

✓
□
■
□
□

交付申請する支援金額

400,000 円

100万円以上150万円未満 　　　　50万円
150万円以上 　　　　60万円

　　　　40万円
　　　　50万円

50万円未満 上限　30万円
50万円以上100万円未満 　　　　40万円

上限　20万円
　　　　30万円

売上減少算定額 要綱第2条第1項（1）（2）

E×50％＝G
売上減少額
1,250,000

①和寒町新型コロナウイルス感染症に係る飲食店宿泊施設に対する緊急支
援金の交付を受けた場合は、30万円を売上減少額から差し引きます。差し引く額

300,000 ②和寒町新型コロナウイルス感染症に係る緒内事業者事業継続支援金の交
付を受けた場合は、20万円を売上減少額から差し引きます。

G-H=I
売上減少算定額
950,000

Ⅰの区分

前年までの平均売上高
-

令和2年1月から12月までの年間売上高
=

6,000,000 3,500,000

3,500,000

３　主たる事業（業種） 飲食サービス業

４　支援金額の計算

平成30年1月から12月までの年間売上高
（A+B)÷2＝C

前年までの平均売上高

6,000,000 6,000,000
※平成31年1月から令和1年12月までに新規開業した者は、開業から令
和1年12月までの平均売上月額に12を乗じて得た額を、前年までの平均
売上高として「C」欄に記載します

平成31年1月から令和1年12月までの年間売上高

6,000,000

令和2年1月から12月までの年間売上高

支援金額計算書【記載例】

１　事業者名

２　事業開始年月日 　　年　　　　月　　　　日

売上減少額
2,500,000

売上減少率

41.7

要綱第2条第1項（3）
要綱第4条第1項に定める支援金額の区分

【交付対象】

E
× 100＝

C


